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第５次岩手県食育推進計画　指標項目

○主要指標 ○参考指標

１　乳幼児等の
健全な食習慣の

形成

１　乳幼児等の
健全な食習慣の

形成

11.5%
（R4）

小学校

中学校

高校

小学校

中学校

高校

173件

57.5％
（R4）

107回

82.9%
(R4)

10.1ｇ
（R4）

57.9％
（R4）

１　食の安全安
心に関する知識
の普及と理解の

増進

96% 96%
・食の安全安心に関する知識の普及と理解の増進の状況
を把握するために設定するもの。
・令和６年度の実績と同等の理解度を維持します。

１　食の安全安
心に関する知識
の普及と理解の

増進

172人

２　食品情報の
提供と食品表示
の適正化の推進

38,400回 40,000回

・食品情報の提供と食品表示の適正化の推進の状況を把
握するために設定するもの。
・食中毒対策や食品表示など、消費者のニーズに応じた
食品に関する正確な情報を幅広く発信するもの。過去実
績を上回る40,000回を目指します。

２　食品情報の
提供と食品表示
の適正化の推進

3,311人

３　生涯にわた
る健全な食習慣

の形成

２　小学生・中
学生・高校生の
健全な食習慣の

形成

１　児童・生徒の朝食欠食率

２　肥満傾向のある割合

0%に
近づける

※１

小学校４年生 4.4%

基準年度
現状値
（R6）

３回

中項目

Ⅰ　望ましい食
習慣の形成に向
けた食育の推進

Ⅱ　食の安全安
心を支える食育

の推進

大項目

小：100%
中：98.6%
高：42.1%

13　食の安全安心に関する出前講座等における受講者数

12　食の安全安心に関するリスクコミュニケーションの延
べ受講者数

１　３歳児のむし歯のある者の割合

小：96.2%
中：94.0%
高：88.2%

13.5%

６　教育振興運動における食育活動数

２　小学生・中
学生・高校生の
健全な食習慣の

形成

22.3%３　12歳児の（永久歯）むし歯のある者の割合

大項目 指標項目
基準年度
現状値
（R6）

目標の考え方 指標項目
目標年度
（R12）

Ⅰ　望ましい食
習慣の形成に向
けた食育の推進

11　毎日最低一食は家族や友人などと一緒に30分以上かけ
て食事をしている者の割合（20歳以上）

２　体力向上、学校保健、食育における学校担当者を対象
とした研修会の実施回数

中項目

４　食に関する指導の全体計画作成校
の割合

５　肥満予防・改善取組実施校の割合

高校３年生 18.0%

12.0%中学校３年生
・小学生、中学生、高校生の健全な食習慣の形成の推進
状況を把握するために設定するもの。
・国の食育推進基本計画の目標値である0％に近づけるこ
とを目指します。

小学校５年生 15.5%

７　主食・主菜・副菜をほとんど毎日揃えて食べる者の割
合（20歳以上）

３　生涯にわた
る健全な食習慣

の形成

８　食生活改善に関する出前講座等の実施回数

９　60歳代における咀嚼良好者の割合

10　食塩摂取量の平均値（20歳以上）

89.8%

Ⅱ　食の安全安
心を支える食育

の推進

４　食の安全安心に関するリスクコミュニケーショ
ンの理解度

５　食の安全安心に関するSNS（X）の投稿閲覧数

高校２年生 12.0% 10.2%

・小学生、中学生、高校生の健全な食習慣の形成の推進
状況を把握するために設定するもの。
・令和６年度の東北６県の中で肥満傾向割合が最も低い
数値を目指します。

３　食育に「関心がある・どちらかといえばある」
という人の割合

90%以上

・大人の食生活改善の基盤となる大人の食育に対する意
識の状況を把握するために設定するもの。
・国の食育推進基本計画の目標値である90％以上を目指
します。

中学校２年生 13.0% 11.7%
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第５次岩手県食育推進計画　指標項目

○主要指標 ○参考指標

59.9%
(R4)

82.9%

72件

２　環境に配慮
した食料生産・
消費の推進

47,438トン
（家庭系21,851
トン、事業系
25,587トン）

4.3万トン

・多様な主体との連携による食品ロスの削減の状況を把
握するために設定するもの。
・国の「食品ロス削減の推進に関する基本的な方針（第
一次）」を踏まえて、H30年度比で18%の削減を目指しま
す。

２　環境に配慮
した食料生産・
消費の推進

74%

実施件数 124件

参加人数 19,796人

306
人・団体

38回

１　食育推進県
民運動の展開

89.8% 90%以上
・食育の普及状況を把握するために設定するもの。
・国の食育推進基本計画の目標値である90％以上を目指
します。

１　食育推進県
民運動の展開

５回

年１回

100%

30市町村

※３　農山漁村発イノベーション：６次産業化を発展させた、地域の文化・歴史や景観など農林水産物以外の多様な地域資源も活用し、多様な事業者が参画して新事業や付加価値を創出する取組。

※４　農林漁家民宿利用者数（日帰り含む）と体験型教育旅行受け入れ人数（日帰り含む）の合計値。

※５　黄色のセルは、第５次食育推進計画において新たに設定した指標である。

・市町村等における食育推進を支援する取組状況を把握
するために設定するもの。
・市町村食育推進計画の改定に関する支援を行い、策定
率100％を維持します。

10　食育に「関心がある・どちらかといえばある」
という人の割合（再掲）

２　市町村や地
域における食育
の推進

11　市町村食育推進計画を策定している市町村の割
合

100%
100%を維持

する

６　学校給食における

１　農山漁村の
維持・活性化に
向けた安定した
生産・消費の推
進

７　食品ロス発生量

71.8%

国産食材の利用割合
（金額ベース）

90.4% 90.7%

・地産地消の取組を推進し、域内の農林水産物の消費拡
大の状況を把握するため設定するもの。
・令和６年度の東北６県の中で、県産食材、国産食材の
使用割合が最も高い数値を目指します。

目標年度
（R12）

指標項目

※２　県内の給食施設（県内小中学校、高等特別支援学校、保育所等（認可保育園、認定こども園）、社会福祉施設等、病院（県立・公立）及びいわて地産地消給食実施事業所において提供される給食）に
　　おいて、２年に１回（毎月の１週間）給食に利用した食材の全量に占める県産食材の割合を調査するもの。

基準年度
現状値
（R6）

目標の考え方 大項目

24　子ども食堂など子どもの居場所づくりに取り組む市町
村数

２回
14　食育担当者、栄養教諭等を対象とした研修会の実施回
数

22　市町村食育推進担当者会議の開催

21　食育普及啓発キャラバン実施回数

※１　当該目標は、健康上の理由から朝食摂取が困難な子どもに配慮し、安易に目標値の達成のみを追い求めることの無いように留意するものとする。

大項目 指標項目
基準年度
現状値
（R6）

23　食育の取組を行っている市町村の割合

中項目

15　給食施設※２での県産食材利用率（重量ベース）

17　農山漁村発イノベーション※３ による商品化件数
（累計）

19　農林漁業体験インストラクター等
の実施支援

４　食文化や食
生活の継承

３　生産者と消
費者の交流を通
じた生産への理
解の増進

８　農林漁家民泊等利用者数※４

Ⅲ　食料供給県
としての特性を
生かした食育の
推進

Ⅲ　食料供給県
としての特性を
生かした食育の
推進

Ⅳ　地域に根ざ
した食育の推進

Ⅳ　地域に根ざ
した食育の推進

18　食品ロス問題を認知して削減に取り組む消費者の割合

中項目

１　農山漁村の
維持・活性化に
向けた安定した
生産・消費の推
進

３　生産者と消
費者の交流を通
じた生産への理
解の増進

16　県内産の農林水産物を利用している人の割合

61,895
（人回）

75,000
（人回）

・都市と農山漁村の交流人口の拡大を図る取組の状況を
把握するために設定するもの。
・R12（2030年度）の目標を、国の目標（R5→R12農泊地
域の宿泊者数：1.5倍）と合わせ、R5年度目標（50,000
人）の1.5倍となる75,000人とし、毎年750人ずつ増やし
ます。

４　食文化や食
生活の継承

20　食の匠認定数（累計）

　　食の匠伝承活動回数

２　市町村や地
域における食育
の推進

９　食の匠による郷土料理紹介動画の視聴回数 13,404回 17,500回
・食文化の継承の推進状況を把握するために設定するも
の。
・現状の視聴回数の毎年５％ずつの増を目指します。

県産食材の利用割合
（金額ベース）

61.0%
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